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資料－２

令和５年６月１日

愛媛県

気候変動を踏まえた海岸保全基本計画
の見直しについて
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本日の説明内容

気候変動を踏まえた海岸保全基本計画の見直しについて

1. 全体的なスケジュール

2. 海岸保全基本計画とは

3. 愛媛県の海岸保全基本計画

4. 気候変動を踏まえた海岸保全に関する動向

5. 検討の方向性

6. 今後の予定
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１．全体的なスケジュール

令和5年度 令和6年度

第1回委員会 第２回委員会 第３回委員会

パブリックコメント

海岸保全基本計画改定
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２．海岸保全基本計画とは

（１）海岸保全基本計画の体系的整理

国土交通省ホームページより

主務大臣である農林水産大臣及び国土交通大臣は、
「海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針
（以下「海岸保全基本方針」という。）」を定めることが義務
づけられている。（海岸法第２条の２）

都道府県知事は、海岸保全基本方針に基づき、
「海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本計画
（以下「海岸保全基本計画」という。）」を定めることが
義務づけられている。（海岸法第２条の３）
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２．海岸保全基本計画とは

（２）海岸保全基本計画に定める事項

海岸法施行令第１条の２

１ 海岸の保全に関する事項

（１）海岸の現況及び保全の方向に関する事項

（２）海岸の防護に関する事項

（３）海岸環境の整備及び保全に関する事項

（４）海岸における公衆の適正な利用に関する事項

２ 海岸保全施設の整備に関する事項

（１）海岸保全施設の新設又は改良に関する事項

①海岸保全施設を新設又は改良しようとする区域

②海岸保全施設の種類、規模及び配置

③海岸保全施設による受益の地域及びその状況

（２）海岸保全施設の維持又は修繕に関する事項

①海岸保全施設の存する区域

②海岸保全施設の種類、規模及び配置

③海岸保全施設の維持又は修繕の方法
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２．海岸保全基本計画とは

（３）海岸保全施設とは

高潮・高波、津波から
背後域を防護

堤防

護岸

＜堤防の目的＞

目的と機能は、堤防と同じ。
他の施設も計画外力の変化
によって、機能及び施設安定
性（安定性照査結果）が
変化する。

• 胸壁
• 突堤：沿岸漂砂を低減
• 離岸堤：

岸沖・沿岸漂砂の低減
波浪低減

• 潜堤・消波堤
• 人工リーフ
• 津波防波堤
• 砂浜
• 付帯施設

その他の海岸保全施設

堤防

護岸

6

＜堤防の機能＞

• 高潮、津波など海水の侵入を防
止する

• 波浪による越波を減少させる
• 海水による侵食を防止する

• 海岸背後にある人命・資産を高
潮、 津波及び波浪から防護する

• 陸域の侵食を防止する



３．愛媛県の海岸保全基本計画

（１）愛媛県の海岸の概況

愛媛県の海岸線の長さ約1,700km（全国第５位）

愛媛県海岸保全基本計画
https://www.pref.ehime.jp/h40500/5742/kihon.html
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２０25年
（令和7年度）

（予定）

２０21年
（令和3年）

３．愛媛県の海岸保全基本計画

（２）愛媛県の海岸保全基本計画の策定・改定の経緯
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２０１１年
（平成2３年）

2003年
（平成15年）

2000年
（平成12年）
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（平成11年）

●
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３．愛媛県の海岸保全基本計画

（３）海岸保全に関する課題（１）

海岸環境や景観
（砂浜の保全など）

背後域の利用
（人口変化、重要施設の分布）

気候変動の影響
（平均海面、潮位偏差、波浪の変化
将来気候の不確実性）

施設の維持管理
（補修・保全）

9



３．愛媛県の海岸保全基本計画

（４）海岸の保全に関する課題（２）

≪防護面≫

≪環境面≫

≪利用面≫

• 南海トラフ地震の地震・津波対策の方向性・整備内容を位置付け
ることが必要

• ハード・ソフト両面から総合的防災対策が必要

• 自然環境や景観の保護、海岸利用へ配慮した対策が必要

• 災害に強いまちづくりとの連携が必要

• 生物多様性の観点から、藻場・干潟の保全、ミティゲーションが
求められている

• 森林、河川、地域住民など含めた広域的で、多様な連携の強化が
求められている

• 河川や市町と連携して、生活排水対策することが求められている

• 漂着ごみの回収処理・発生抑制の工夫が求められている

• 安全で快適な水辺環境づくりが求められている

• 水辺へのアクセスのバリアフリー化が求められている

• 漁業活動、海洋レクリエーションの場との調和に留意することが
求められている

• 沿岸部でのイベントや交流に配慮した空間形成とともに、利用者
のマナー向上が求められている

愛媛県海岸保全基本計画(H27）
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３．愛媛県の海岸保全基本計画

（５）海岸の保全に関する事項

≪防護面≫

≪環境面≫

≪利用面≫

• 南海トラフ地震に備えた地震・津波対策の推進

• 計画的な高潮・波浪対策の推進

• 総合的な侵食対策の推進

• 災害に強い地域づくりの推進

• 安全で適切な維持管理の推進

• 優れた自然環境の保全

• 関連機関等との連携による広域的な取り組み

• 事前調査、追跡調査の実施

• 環境保全活動の推進と支援

• 水質汚濁防止や漂着物対策の推進

• 安全に利用できる海岸づくり

• 多様なニーズに対応した複合的な海岸づくり

• 誰もが快適な海岸づくり

• 適正な海岸利用の推進

愛媛県海岸保全基本計画(H27）
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愛媛県海岸保全基本計画(H27）

３．愛媛県の海岸保全基本計画

（６）防護水準
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４．気候変動を踏まえた海岸保全に関する動向

（１）世界や国の動向（１）

2023年5月

IPCC第５次評価報告書における気候変動のシナリオ

2021年2月

2020年11月

2020年7月

2019年10月

2018年6月

2013年5月

「気候変動適応法」施行

「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方検討会」の設置（国交省・農水省）

「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方 提言」

「海岸保全区域に係る海岸の保全に関する基本的な方針（海岸保全基本方針）」の変更

「海岸保全施設の技術上の基準を定める省令」の一部改正

IPCC第６次評価報告書における気候変動のシナリオ

13



４．気候変動を踏まえた海岸保全に関する動向

（２）世界や国の動向（２）

日本の気候変動2020 文部科学省 気象庁
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４．気候変動を踏まえた海岸保全に関する動向

（３）気候変動を踏まえた海岸保全のあり方 提言（１）

気候変動を踏まえた海岸保全のあり方検討委員会提言（2020.7月）
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４．気候変動を踏まえた海岸保全に関する動向

（４）気候変動を踏まえた海岸保全のあり方 提言（２）

2100年までの平均海面水位の予測上昇範囲

IPCC: Intergovernmentaｌ Panel on Climate Change 

1850～1900年を基準とした世界平均気温の変化

1900年を基準とした世界平均海面水位の変化

RCP 2.6
シナリオ

(2度上昇)

RCP8.5
シナリオ

(4度上昇)

IPCC
（第５次）

0.26～0.53m
(平均0.39m)

0.51～0.92m
(平均0.71m)

SROCC
0.29～0.59m
(平均0.44m)

0.61～1.10m
(平均0.85m)

SROCC：気候変動における海洋と寒冷圏に関する特別報告書

気候変動は不確定性がある。

地域性も大きい。

課題
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４．気候変動を踏まえた海岸保全に関する動向

（５）気候変動を踏まえた海岸保全のあり方 提言（３）

将来予測

波浪 波高の平均値は下がるが、極値は上がる
波向きが変わる

高潮時の潮位偏差 極値は上がる

平均海面水位 上昇する

海岸侵食 砂浜の６～８割が消失

気候変動を踏まえた海岸保全のあり方検討委員会提言（2020.7月）

課題

具体的な将来予測は、

各海岸保全基本計画

策定主体が決定する

必要がある。
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４．気候変動を踏まえた海岸保全に関する動向

（６）海岸保全基本方針

海岸保全基本方針 農林水産大臣・国土交通大臣（令和２年11月）（抜粋）

～中略～

～中略～

～中略～

～中略～
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４．気候変動を踏まえた海岸保全に関する動向

（７）気候変動を踏まえた計画外力の設定方法（国の通知）

令和3年8月2日付3農振第1203号、3水港第1463号、国水海第25号、国港海第113号 農林水

産省防災課長・防災漁村課長・国土交通省海岸室長・防災課長通知（抜粋）

課題 設定方法が確立していない
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４．気候変動を踏まえた海岸保全に関する動向

（８）他地域の検討状況～東京湾（東京都区間）～（１）

• 気温上昇シナリオ 2度上昇

• 平均海面 0.6m上昇

気候変動後（2100年）の外力

東京湾沿岸海岸保全基本計画【東京都区間】（令和５年３月）（抜粋） 20



４．気候変動を踏まえた海岸保全に関する動向

（９）他地域の検討状況～東京湾（東京都区間）～（２）

東京湾沿岸海岸保全基本計画【東京都区間】（令和５年３月）（抜粋） 21

• 高潮潮位偏差 50年確率

• 波浪 50年確率

気候変動後（2100年）の外力



４．気候変動を踏まえた海岸保全に関する動向

（１０）他地域の検討状況～東京湾（東京都区間）～（３）

東京湾沿岸海岸保全基本計画【東京都区間】（令和５年３月）（抜粋） 22

防潮堤嵩上げの考え方

• 段階的な嵩上げを実施

• 2100年の計画天端高を目指し、第一
段階では施設の耐用年数50年後の海
面上昇分に余裕高（30cm）を考慮



４．気候変動を踏まえた海岸保全に関する動向

（１１）他地域の検討状況～東京湾（東京都区間）～（４）

東京湾沿岸海岸保全基本計画【東京都区間】（令和５年３月）（抜粋）
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防潮堤嵩上げの考え方

• 将来の知見やモニタリング結果
により、外力の長期変化を定期
的に確認し、必要に応じて適宜
計画天端高の見直し等を行う



４．気候変動を踏まえた海岸保全に関する動向

（１２）他地域の検討状況～土佐湾～（１）

第１回気候変動を踏まえた土佐湾沿岸海岸保全技術検討会（令和４年９月７日）

●気候変動を踏まえた平均満潮位の設定
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４．気候変動を踏まえた海岸保全に関する動向

（１３）他地域の検討状況～土佐湾～（２）

第１回気候変動を踏まえた土佐湾沿岸海岸保全技術検討会（令和４年９月７日）
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４．気候変動を踏まえた海岸保全に関する動向

（１４）他地域の検討状況～土佐湾～（３）

第２回気候変動を踏まえた土佐湾沿岸海岸保全技術検討会（令和５年２月８日） 26



４．気候変動を踏まえた海岸保全に関する動向

（１５）他地域の検討状況～土佐湾～（４）

第２回気候変動を踏まえた土佐湾沿岸海岸保全技術検討会（令和５年２月８日） 27



５．検討の方向性

国のマニュアル等が無く、

県が決定しなければならないが、

専門的で高度な検討を要する

海岸保全基本計画を改定する

気候変動のシナリオを設定する

防護水準を設定する

整備方法、優先順位を設定する

気候変動後の外力を設定する

（平均海面水位、潮位偏差、波浪）

気候変動後の外力の影響を考慮する
（防護・環境・利用などの各機能）

計画に必要な要素・条件を整理する
（背後地域、周辺環境、施設利用等）

課題

（１）検討フロー（案）
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５．検討の方向性

愛媛県 愛媛県海岸保全基本計画検討委員会

専門部会

意見を聴く

意見を答申する

技術的・専門的な検討を深める

（２）検討組織（案）

検討結果の報告検討を付託
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６．今後の予定

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

委員会

専門部会

愛媛県

令和５年 令和６年 令和７年

愛媛県海岸保全基本計画検討委員会スケジュール（案）

第1回委員会 第2回委員会 第3回委員会

第1回専門部会 第2回専門部会 第3回専門部会

パブリックコメント

・委員会の設置

・気候変動を考慮した計画の必要性

・外力検討の方向性

・将来の気候変動

・平均海面、潮位偏差、波浪への影響

・現況の海岸の評価

・海岸保全基本計画改訂の必要性

・海岸保全基本計画改訂の方向性

・気候変動を考慮した外力検討結果報告

・現況の海岸の評価

・海岸保全基本計画改訂の必要性

・海岸保全基本計画改訂の方向性

海岸保全基本計画の改訂

気候変動検討委託業務

海岸保全基本計画検討委託業務

必要に応じて
専門部会での検討を追加
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